
 

 

 

自転車・バイクの盗難に注意！！ 
大門交番管内で盗難被害が急増しています。 

特に自転車・バイクの被害が急増しており、令和６年２月末で昨年１年間と同数の自

転車・バイクが盗難被害に遭っています。 

自転車・バイクの盗難被害を防ぐために、 

★ 急いでいても、鍵のロックを忘れずにすること 

★ ワイヤー錠などで、二重ロック（ツーロック）をすること 

★ 前カゴや座席上にヘルメットなどの荷物を置いたままにしないこと 

★ バイクのハンドルロックを確実にすること 

★ 防犯ブザーなどの防犯グッズの活用を検討してみること 

などを徹底して、盗難被害に遭わないように気を付けましょう。  
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令和６年春の全国交通安全運動の実施について 

道路を横断する際は

横断歩道を渡る、信号に従うなど、基本的な交

通ルールを守りましょう。 

横断歩道では必ず止まり、手を上げる、運転

者に顔を向けるなど、運転者に横断する意思を

伝えましょう。 

夜間に外出する際には、ＬＥＤライトや反射材

用品を活用し、自己防衛に努めましょう。 

横断歩道に接近する

際は、横断歩道に歩行者がいないことが明ら

かな場合を除き、横断歩道の直前で停止でき

る速度で進行しましょう。 

横断歩道を横断しようとする歩行者がいる

場合は、横断歩道の手前で一時停止し、歩行

者の横断を妨げないようにしましょう。 

夜間は早めにライトを点灯しましょう。 

スローガン ～今日もまた あなたの無事故 待つ家族～ 

運転者の方へ 歩行者の方へ 

令和６年４月６日（土）から４月１５日（月）までの１０日間 

 


